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○
総
務
省
令
第
二
十
三
号 

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
の

 

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

 

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

別紙３

天風 松下
長方形
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改　

正　

後

改　

正　

前

 

 
 

 

（
泡
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
泡
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

 
 

 

第
十
八
条　

固
定
式
の
泡
消
火
設
備
の
泡
放
出
口
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条　

［
同
上
］

 
 

 

［
一　

略
］

［
一　

同
上
］ 

 

二　

泡
ヘ
ッ
ド
は
、
令
別
表
第
一
（
十
三
）
項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
防
火
対
象
物
の
屋
上
部
分
で
、

［
二　

同
上
］

 
 

回
転
翼
航
空
機
若
し
く
は
垂
直
離
着
陸
航
空
機
の
発
着
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
フ
ォ
ー
ム
・

 
 

ウ
ォ
ー
タ
ー
・
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
、
道
路
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
、
自
動
車
の
修
理
若
し
く
は
整

 
 

備
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
又
は
駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
あ
つ
て
は
フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド
を
、
指
定
可
燃

 
 

物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
フ
ォ
ー
ム
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
ス
プ

 
 

 

リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
又
は
フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド
を
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

 
 

 

［
イ
・
ロ　

略
］

［
イ
・
ロ　

同
上
］

 

ハ　

フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド
の
放
射
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の

ハ　

フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド
の
放
射
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の

 

区
分
及
び
泡
消
火
薬
剤
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
の
割
合
で
計
算
し
た
量
の
泡
水
溶
液

区
分
及
び
泡
消
火
薬
剤
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
の
割
合
で
計
算
し
た
量
の
泡
水
溶
液

 

を
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
設
け
る
泡

を
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。 

 

消
火
設
備
の
う
ち
、
当
該
部
分
に
お
け
る
火
災
の
拡
大
を
初
期
に
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て

 

 

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
泡
消
火
設
備
に
設
け
る
フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ

 

 

ド
の
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
泡
消
火
薬
剤
に
係
る
放
射
量
を
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
の
割
合
で
計
算
し

 

 

た
量
に
よ
ら
ず
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
数
量
の
割
合
で
計
算
し
た
量
を
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

 

 

に
設
け
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。 

 

 
 

 

［
表　

略
］

［
表　

同
上
］

 
 

 

［
三　

略
］

［
三　

同
上
］

 

［
２
～
４　

略
］

［
２
～
４　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


